
猟銃等講習会(初心者講習)の受講申込要領のご案内

○令和７年度猟銃等講習会（初心者講習）開催計画表

年 Ｒ７ Ｒ８

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３

日 ２５ ２０ ２９ ２４ ５ ２０

曜 金 金 金 金 金 金

○開催場所～菊池郡菊陽町大字辛川２６５５番地 熊本県運転免許センター３０７講義室
○講習時間（考査時間を含みます）午前８時５０分から午後３時４０分までの間

１ 講習受講申込書の提出先及び郵送申込みの場合の送付先
〒８６２－８６１０
熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号
熊本県警察本部生活安全部生活環境課許可等事務担当室
０９６－３８１－０１１０ 内線３１８４，３１８６，３１８７

２ 申込み期間
(1) 事前申込みの場合

開催日１月前から前日までの間(土日祝祭日を除く)の午前９時から午後４時まで
(2) 郵送申込みの場合

開催日１月前から２週間前までの間（２週間前必着）
(3) 当日申込みの場合

午前８時３０分から午前８時５０分までの間

３ 申込み方法
(1) 事前申込みの場合

○ 講習受講申込書１通（警察本部や警察署に用紙はあります。）
○ 写真１枚（提出前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0㎝、
横の長さ2.4㎝（運転免許証用写真と同じサイズ）、裏面に氏名及び撮影年月日を記載）

○ 受講手数料６，９００円（熊本県収入証紙により納入）
を持参し、前記提出先に提出する。（運転免許証等の身分証明書も持参してください。）

(2) 郵送申込みの場合
○ 受講希望者が必要事項を記載した「講習受講申込書１通」（前同の写真１枚及び申込書
の裏面中央部に受講手数料６，９００円分の熊本県収入証紙を貼付したもの）

○ 「テキスト送付用封筒」（受講希望者の郵便番号、住所、氏名を記載し、簡易書留分を
含む８６０円分の郵便切手を貼付した角型２号（２４０×３３２ミリメートル）の封筒）
を同封して、赤字で「初心者講習」と記載し、申込み用封筒については、郵送申込みの場
合の送付先宛てに簡易書留により郵送する。なお、郵送申込み用封筒及びテキスト送付用
封筒については、レターパックプラス（赤色）（６００円）でも可とする。

(3) 当日申込みの場合
筆記具（ボールペン、鉛筆、消しゴム）、前同の写真１枚、手数料６，９００円分の熊本県収

入証紙（運転免許センターで購入可）及び運転免許証等の身分証明書を持参し、開催場所におい
て申込みをする。

４ 注意事項
(1) 許可を受けられない場合について

銃砲刀剣類所持等取締法第５条及び第５条の２に規定された、いわゆる欠格要件に該当される
方は、初心者講習を修了（合格）したとしても、所持許可を受けられませんのでご了承ください。

(2) 熊本県外居住者について
熊本県外居住者の方は受講できません。

(3) 住所について
講習受講申込書の住所欄については、住民票等公的証明書どおりの表記で記載してください。

(4) 時間の厳守について
開催当日の受付時間に遅れた場合は受講できないので時間を厳守してください。（事前申込み

をしていたとしても遅刻した場合は受講できません。）
(5) 携行品について

筆記具（ボールペン、鉛筆、消しゴム）、運転免許証等の身分証明書
事前に申込みをされた方は、事前交付を受けたテキストを持参してください。

(6) 全日程の終了予定時間について
考査（60分、50問正誤式、１問１点、合格基準45点以上）終了後、直ちに採点を行い、採点後

その場で合格者に対して講習修了証明書を交付いたしますので、全日程の終了予定時間は午後４
時３０分ころとなります。



許可を受けられない場合（銃砲刀剣類所持等取締法（以下「銃刀法」という）第５条、第５条の２）

１ 猟銃については20歳未満の者、空気銃については18歳未満の者
ただし、次の場合は、許可の申請ができます。
・ 猟銃については、国民体育大会において猟銃を用いて行う射撃競技に参加する選手又はそ
の候補者として日本スポーツ協会から推薦を受けた18歳以上の者
・ 空気銃については、国際的な規模で開催される運動競技会（オリンピック競技等）の空気
銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として日本スポーツ協会から推薦を受けた14歳以
上の者

２ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
３ 精神障害若しくは発作による意識障害をもたらしその他銃砲等若しくは刀剣類の適正な取扱いに
支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものにかかつている者又は介護保険法に規定す
る認知症である者

４ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
５ 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者（１、
３、４に該当する者を除く）

６ 住居の定まらない者
７ 次の理由により許可を取り消された日から起算して５年を経過していない者
(1) 銃刀法若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分又は許可の条件に違反し
た

(2) ２、６、12、13、15～18に該当した
(3) 人命救助等に従事する者が当該許可を受けた者の指示に基づかないで当該銃砲を所持した
(4) 猟銃用火薬類等について、火薬類取締法若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基
づく処分に違反した

(5) 年少射撃資格者が射撃指導員の監督に従わないで当該許可に係る空気銃を所持した
８ 次の理由により許可を取り消された日から10年を経過していない者
(1) 人の生命又は身体を害する罪（死刑又は無期若しくは長期３年以上の懲役若しくは禁錮に当た
るものに限る）で政令に定める違法な行為をした

(2) 銃砲刀剣類等を使用して上記(1)以外の凶悪な罪（死刑又は無期若しくは長期３年以上の懲役
若しくは禁錮に当たるものに限る）で政令に定める違法な行為をした

９ 許可の取消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から処分決定の日までの間に当該処
分に係る銃砲刀剣類を自己の意思に基づいて所持しないこととなった日から起算して５年を経過し
ていない者（前記８の理由による取消し処分に係る者にあっては10年を経過していない者）

10 次の理由により年少射撃資格認定を取り消された日から起算して５年を経過していない者
(1) ２、６、12、13、15～18に該当した
(2) 銃刀法若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した

11 前記８(1)(2)の理由により年少射撃資格の認定を取り消された日から起算して10年を経過してい
ない者

12 禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日
から起算して５年を経過していない者

13 次の理由により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがな
くなった日から起算して５年を経過していない者
(1) 銃刀法若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した
(2) 猟銃用火薬類等について、火薬類取締法若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基
づく処分に違反した

14 前記８(1)(2)の理由により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けること
がなくなった日から起算して５年を経過していない者

15 ストーカー行為等の規制等に関する法律に規定するストーカー行為をし、同法による警告を受け、
又は同法による命令若しくはその延長の処分を受けた日から起算して３年を経過していない者

16 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の規定による保護命令を受けた日から
起算して３年を経過していない者

17 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者
18 他人の生命、身体若しくは財産又は公共の安全を害したり、又は自殺をするおそれがあると認め
られる者

19 猟銃所持者については、前記８(1)(2)の違法行為をした日から起算して10年を経過していない者
20 ３～５、15～18に該当する同居親族がいる場合で、その同居親族が申請にかかる銃砲刀剣類を使
用して、他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺するおそれがあると
認められる場合

詳細については、銃刀法、銃刀法施行規則等の関係条文を確認してください。


